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仙台市地域防災計画（中間案）パブリックコメント実施結果概要 

 

１ 実施概要 

   中間案及び中間案概要版を市ホームページにて公表するとともに、市政情

報センター、区情報センター、各区役所総合案内、総合支所、各市民センタ

ーで中間案の閲覧、概要版の配布を行い、下記のとおり意見公募を行った。 

(1) 意見提出方法 ： 郵送、ﾌｧｸｼﾐﾘ、電子メール 

(2) 意見公募期間 ： 平成25年11月8日～平成25年12月9日 

 

２ 意見数 

(1) 共通編、風水害等災害対策編 ： 24件（5 人･団体） 

(2) 原子力災害対策編        ： 30件（6 人･団体） 

 

３ 主な意見等と本市の考え（概要） 

(1) 共通編、風水害等災害対策編 

意見分類（件数） 主な意見等 本市の考え 

①避難体制の整

備 

 

 

（1件） 

○土砂災害特別警戒区域に指定さ

れながら指定避難所になってい

るのは問題ではないか。 

 

○土砂災害発生の危険が高まった

場合には、危険性のある避難所

を避け安全な避難場所を選定し

避難勧告等を発令することとな

る。 

②風水害対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6件） 

○想定される風水害について種別

がたくさんあるが、イメージ図

があった方がわかりやすいので

検討すべき。 

 

 

○風水害対策は、他の節と重複す

る部分が多くわかりにくい。 

○イメージ図については、想定さ

れる風水害についての説明にお

いて記載する。また、ハザード

マップについてもわかりやすい

ものを作成し、周知・啓発を図

る。 

○他の節と重複している部分が多

いため、内容の削除または移動

を行う。今後ともわかりやすい

ものにするよう検討していく。 

③情報を入手す

る 方 法 を 知

る・確保する 

（1件） 

○ＩＴ時代を踏まえ、インターネ

ットやスマートフォンを活用し

た情報入手手段の記載を検討す

べき。 

○インターネットやスマートフォ

ンの活用についても記載する。 

④避難所運営体

制 

 

 

（2件） 

○仙台市の避難所に関する考え方

の避難所の役割について明記す

る。（要援護者への支援につい

て） 

○地域版避難所運営マニュアルを

作成し、地域と共有することと

しているので、要援護者への支

援や配慮についてご理解とご協

力をお願いしていく。 

⑤廃棄物処理体

制の整備 

 

 

 

（1件） 

○災害廃棄物の措置等を準備する

際に「二次災害に配慮する」と

明記する。 

○二次災害の防止については配慮

が必要なものであり、災害廃棄

物処理を含め、様々な作業に当

てはまることから、具体の行動

を示す下位計画において記載を

検討する。 
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意見分類（件数） 主な意見等 本市の考え 

⑥地盤災害の予

防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7件） 

○土砂災害危険箇所指定地の対策

は実施しないのか。 

 

 

 

 

 

○土砂災害危険箇所はどの様に住

民に伝えるのか。 

○土地の維持管理及び保全につき

ましては、土地所有者、管理者

または占有者が行うのが原則と

なる。なお、土砂三法に基づく

防災工事の事業採択基準を満た

すものについては、宮城県が事

業を行う場合がある。 

○土砂災害危険箇所の場合は、宮

城県ホームページの「土砂災害

危険箇所図公表システム」から、

または、本市が平成 25 年 5 月に

公表した「宅地造成履歴等情報

マップ」（本市ホームページ及び

各区役所等で閲覧可能）から確

認することが可能である。 

⑦災害支援活動

を 支 え る 体

制の整備 

 

 

（1件） 

○ボランティアネットワークに市

退職者との連携を導入する。 
○市では仙台市職員退職者団体連

合会との間で協定を締結してい

ることから、今後当該協定の趣

旨を踏まえ、ボランティアネッ

ト ワ ー ク と の 連 携 の あ り 方 な

ど、種々検討していく。  

⑧ライフライン

施 設 の 災 害

予防 

 

 

 

（1件） 

○ガス施設の安全について、「ＬＰ

Ｇボンベに緊急遮断機能を導入

するよう指導する」旨、記載す

るよう検討されたい。 

○容器転倒等によるガス流出につ

いては、これまでも、安全装置

の設置を推進してきたところで

ある。引き続き、ＬＰＧ販売事

業者等への立ち入り検査等の機

会を捉え、設置促進に努めてい

く。 

⑨津波災害の予

防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1件） 

○災害危険区域について、土地利

用を想定した避難設備の整備を

明記する。 

○災害危険区域における蒲生北部

においては、土地区画整理事業

の中で避難路の整備を図るとと

もに、民間事業者の協力を得て

津波避難ビルの確保などに取り

組む予定であり、海岸部におい

ては、海岸公園内に混雑時の利

用者なども収容可能な避難の丘

を整備することなどにより、土

地の有効利用を図りながら、安

全対策に努めていく。なお、意

見を踏まえ、上記趣旨について

追記する。 

⑩その他 

 

 

 

（3件） 

○放射性物質関係で、「原子力災害

対策編」との関係について、一

言言及する。 

○「市域外の原子力施設での事故

に伴う本市域内への影響にかか

る災害対応については、原子力

災害対策編による」と文言を追

加する。 

総計（24件） ― ― 
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(2)原子力災害対策編 

意見分類 主な意見等 本市の考え 

①計画の目的、

位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4件） 

○計画の目的に福島第一原発事

故 の経 験を具 体的 に記 載す べ

き。 

 

 

 

 

 

○災害は気象条件に左右される

ので、過去のデータに頼るだけ

でなく、最悪の災害が起こりう

ることを前提に記載すべき。 

○計画の目的では、福島第一原発

の事故の経験を踏まえるとい

う趣旨を包括的に記述してお

り、福島第一原発の事故の経験

は計画の随所に記載、反映して

いる。知識普及・啓発にあたっ

ては、福島第一原発事故の経

験・教訓の周知にも留意する。 

○災害の想定については、福島第

一原発の事故の状況や科学的

な知見を踏まえて第１章第５

節に記載している。ご指摘のよ

うに事故の規模や気象条件に

よっては放射性物質の影響が

異なることもあるので、事故発

生時の気象データ等をすみや

かに取得し、状況に応じて対策

を講じることとしている。 

②災害想定 

 

 

 

 

 

 

 

（2件） 

○至急の避難を要する可能性や

海洋汚染を想定すべき。 

○国の指針、マニュアル、分析結

果を踏まえて災害想定と対応

を記載しているが、福島第一原

発の事故に関する調査・研究が

進み、新たにリスクの高まりな

どが明らかとなった場合には、

適宜想定を見直すとともに、必

要に応じて計画の見直しを行

う。 

③ 各 主 体 の 役

割、原子力防

災体制、市の

活動体制 

 

 

 

（6件） 

○東北大学や東北電力等関係主

体の役割に応じて記述を変更

してはどうか。 

 

○各施策の市内部での実施主体

を明確にしてほしい。 

○関係主体の役割については，今

後関係主体と協議を進めてい

く予定としており、その中で記

述内容についても検討する。 

○本市内部の実施主体について

は、今後、対策の具体的運用を

定め、それに基づいて記述する

予定である。 

④情報収集と連

絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4件） 

○スピーディを常時運用できる

体制の整備を明示されたい。 

 

 

 

 

 

○原発事故の情報を直接収集す

べき。 

○スピーディの情報については、

国、関係道府県及びオフサイト

センターに迅速に提供される

こととなっている。本市として

は、国や県と情報共有に努める

とともに、本市への迅速な情報

提供について協議する。 

○女川原発に事故等が発生した

場合には、東北電力（株）との

間で締結した協定に基づき、東

北電力より本市に通報連絡が

なされる。この協定に基づき通

報連絡が円滑に実施されるよ

う、東北電力との相互の連携を

強化する。 
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意見分類 主な意見等 本市の考え 

⑤環境モニタリ

ング 

（1件） 

○ 平 常 時 モ ニ タ リ ン グ に 関 し 、

「市民の技術レベル及び防災

意識の向上を図る」ということ

を記載してはどうか。 

○今後、モニタリング実施要領を

定める際にご意見も参考にし

て検討する。 

⑥退避・避難・

避難受入れ 

（2件） 

○日本海側の地方自治体と災害

協定を結ぶべきではないか。 

○事故の規模や気象条件により、

広域的な避難が必要であると

判断した場合には、県や他の市

町村と連携・協議しながら対応

する。 

⑦被ばく対策 

（2件） 

○安定ヨウ素剤の運用を具体化

されたい。 

○今後示される国の指針等に基

づき具体的な計画にする予定

としている。 

⑧知識普及・啓

発、防災訓練 

 （2件） 

○町内会長等の諸会議を利用し

て講習会を開催してほしい。 

○ご提案も参考にしながら市民

等に対する知識普及・啓発に努

める。 

⑨その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7件） 

○福島県の市町村の防災担当者

から直接体験を聞く機会をつ

くり、実践可能な計画に仕上げ

てほしい。 

 

 

 

 

○原子力災害対策への予算の優

先度は高くなっているのか。 

 

 

○女川原発の再稼働に反対すべ

き。 

○福島第一原発の事故の現時点

における教訓を踏まえて計画

を策定しており、今後とも、ご

指摘も参考にして対策を推進

するとともに、新たな教訓や知

見が得られた場合には、適宜本

計画を見直し、必要な対策を推

進する。 

○これまでも原子力防災対策を

推進するために必要な予算措

置を行っており、今後も引き続

き取り組む。 

○原発再稼働につきましては、原

子力規制委員会の審査の動向

を注視するとともに、市民の皆

様の安全・安心が確保されるこ

とを第一とし、エネルギーの安

定供給、市民生活や経済活動へ

の影響等様々な観点から総合

的に判断すべきものと考えて

いる。 

総計  （30件） ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


